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                  内容や表示の 仕方が不適切なもの                       
  Ⅰ・ 
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資料 ] 一 5 適切な情操 患者に対する ". 支援の推進について 

現行制度 情報提供推進の 必要性 考えられる対応 ( 案 ) 

女 特に急きを対象とした、 現行 制 大 分かりやすい 医療情報の提供 炎 患者に対する 分かりやすい 医 

度 における情報提供の 枠組み への患者のニーズの 高まり等を 療 ，情報の提供等の 推進 

踏まえた、 情報提供の一 % の 推 

進の必要性 

0 インフオームド・コンセ ，ノト の推進 0 患者が入手できる 情報量の不足 0 サービスの提供開始時や 治療， 

下 医療法第 ] 条の 4 第 2 項 検査等実施時、 退院時等におけ 
0 分かりやすい 医療情報の提供へ る 、 患者に対する 分かりやすい 哀 

0 個人情報保護法に 基づくカルテ の 患者のニーズの 高まり 

  
療 に関する情報の 提供 ( 文書によ 

等の開示 専門家に よ る適切な説明を 
る 説明の推進等 ) 

通じた情報の 内容の理解 
0 「診療情報の 提供等に関する 指 

針 」の普及 0 社会福祉分野、 介護分野等、 他 0 患者及びその 家族からの相談 や 

0 根拠に基づく 医療 (EB けの推進 制度の充実 苦情を受け付ける 体制整備の推 

進等 
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資料Ⅰ 一 6 

医療機関に よ る適切な広報について 

⑥「インターネ、 ット 等による医療情報に 関する検討会」報告 喜 ( 平成 ]4 年 12 月 ) ( 抜粋 ) 

① インターネットを 通じて患者・ 国民に医療情報を 提供するに当たっては、 公的機関、 医療機関、 民間団体 

等によってそれぞれの 特色を生かして 様々な情報が 積極的に提供されることが、 患者・国民による 医療機関 
の 選択に資すること。 

② 患者・国民に 提供される医療情報については、 公的機関にあ っては客観的・ 検証可能な情報を 積極的に提 

供し、 さらに、 医療機関、 民間団体等にあ っては特色あ る多様な情報も 提供していくことが 望まれること。 

③ インターネットによって 患者・国民に 提供される情報の 内容については、 基本的には、 医療法によって 規 

制するのではなく、 提供者の自主的な 判断にゆだね つ っ、 その信頼性を 確保するための 方策を講ずることが 

必要であ ること。 

④ この場合において、 民間団体等による 自主的な取組を 図ることを基本的な 考え方とし，具体的方策につい 

てはインターネ、 ット による医療情報の 提供の進展等を 踏まえて更に 検討していく 必要があ ること。 

Ⅰ 適切な広報のあ り方の検討の 必要性 
0  患者，国民が 医療についての 情報を得る手段として、 医療機関による 広告だけでなく、 インターネット 等 

を 通じた医療機関による 各種広報、 メディアからの 情報発信、 雑誌等の出版物等、 その媒体の数と 情報の量 

どちらをとっても、 近年非常に増えてきている。 

0  インターネットによる 広報に典型的に 見られるよ う に・患者，国民から 見た場合，広告と 広報の区別は 必 

ずしも明確でなくなってきている。 
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0  広告について 利用者保護の 観点から罰則の 適用も含めた 規制が行われている 一方で、 広報については ， 何 

ら 規制が行われておらず、 広告において 規制されている 情報について、 患者・国民が 実際に接することは 多 

い 。 

0  基本的な考え 方については、 「インターネット 等による医療情報に 関する検討会」報告書において 明らか 

にされたものの、 それに基づく 具体的取組が 進んで い るとは言えない。 

0  こうしたことから、 広報の信頼性の 確保に向け、 そのあ り方について 見直しの検討が 必要との意見が 強い。 

2  見直しの基本的考え 方 

0  広報の信頼性の 確保に向けた 取組については、 「インターネット 等による医療情報に 関する検討会」報告 

書 における基本的な 考え方を維持した 上で、 具体的取組を 推進するための 方策を改めて 考えてはどうか。 

0  広報の信頼性の 確保に向けた 見直しに当たっては、 患者が医療を 選択し、 主体的に参加できるようにする 

といった趣旨から、 患者・国民が 求める医療情報が 十分に提供されるよう、 酉 E 慮 すべきであ る。 

0  また、 患者・国民が 医僚機関に関する 情報を求める 際に、 情報の量だけでなく、 情報の質や内容、 分かり 

やすさといったことを 重視する傾向となってきているということも 十分に考慮すべきであ る。 

0  したがって、 情報の信頼性の 確保とあ わせて、 患者・国民が 医療に関する 情報を適切に 利用することを 支 

捜 するような方策を 充実することが 必要なのではないか。 

Ⅰ z 



3  考えられる対応 ( 案 ) 

0  このような点を 踏まえ、 インターネットを 含む広報のあ り方の見直しについては、 例えば、 以下のような 

対応が考えられる。 

の インターネットを 含む広報については、 これまでと同様に、 広告規制と同じような 規制の対象とし 
ない。 

② ただし、 広報であ っても、 虚偽等著しく 不適切な内容が 提供されている 場合に、 法令により一定の 

規制を行うことは 考えられる。 

③ インターネットを 含む広報については、 その情報の信頼性を 確保するため、 適切な広報を 行うため 
の ガイドラインを 作成・普及し、 それに沿った 情報提供が行われるよ う 取組を進める。 
ノ ガイドラインは、 自主的、 自律的なものとして、 関係団体等により 作成、 普及されることが 考えら 

れるが、 国の一定の関与の 下で作成し、 関係団体等の 協力を得て普及することも 者えられる。 

④ 広報として評価を 伴 う 医療の実績 ( アウトカム ) に関する情報を 提供する場合には、 広告における 

取扱い ( 資料 1 ー 2 参照。 ) を踏まえっ っ 、 各医療機関において 自主的にその 信頼性の確保の 努力が行 
われるよう、 ガイドラインに 明記する。 

⑤医療安全支援センタ 一の充実等、 都道府県レベルでの 医療情報に関する 相談機能を充実する。 
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    資料 ] 一ア     

国民に対する 医療   関に関する情報提供の 一層の推進について 

現行制度 現行制度の課題 考えられる対応 ( 案 ) 
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0 院内掲示 
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0 医療機関による 積極的な情報提供の 
推進の努力義務規定 

0 広告できる事項の 拡大 
づ C 貸料 7 一プ ～プ一 イ 参照 / 

0 院内掲示の充実 

患者に対する 情報提供 
コ 0 医療機関に関する 一定の情報の 届出   

0 都道府県による W 日日上での 
ィ廿 

0 地域の医療機能、 医療水準等、 医療 計 

画の記載事項について、 都道府県によ 
る 住民に対する 分かりゆすれ 提示 

0 評価を伴う医療の 実績 ( アウトカム ) 
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    情報が氾濫し、 情報の信 
頼 性にも疑問 

  医療に関する 専門的情 

  
0 広報内容の信頼性確保に 向けた取組 

報の患者にとって 分かり づこ妾 筆料ァ一 ぢ 参洛ぽ ノ 

やすい形での 提供 
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資料「 一 8 

日肚 患者の視点を 尊重した医療提供体制の 構築 会 ～世界 匠 師 (WMA) 「患者の権 利に関する 

リスボン宣言」と 我が国における 取組について ～ 

24 



「患者の権 利に関するリスボン 宣言」の概要 

定 O 利 1981 年 9 月 /  10 月 

世界医師会第 34 回総会 ( ポルトガルリスボン ) において採択 

。 捌 
]. 良質の医療を 受ける権 利 7. 情報に関する 権 利 

2. 選択の自由 8. 秘密保持に関する 権 利 

3. 自己決定権 9. 健康教育を受ける 権 利 

4, 意識喪失患者 10 ・尊厳性への 権 利   Ⅱ，宗教的支援を 受ける権 利 

6. 患者の意思に 反する処置・ 治療 

25 



リスボン宣言の 主な項目と我が 国における取組 

⑥適切な医療を 受ける権 利 

◆リスボン宣言 

1 .   ,   0%   , を吏る   種別 ( 抄 ) 

a. 何人も差別されることなく 適切な医療を 受ける権 利を有する。 

b. すべての患者は、 臨床上および 倫理上の判断を 外部干渉なしに 自由に下すことが 
期待できる医師からケアを 受ける権 利を有する。 
c, 患者の治療は 常にその患者の 最善の利益に 照らしてなされるべきであ る。 患者に 
適用される治療は 一般的に受け 入れられた医学上の 諸原則に沿 う ものでなければな 
うない。 

d. 質の保証は医療において 欠くべからざる 要素であ る。 とりわけ医師は、 医療の質 
の 擁護者としての 責任を担 う ことが強く求められる。 

◆我が国における 取組   
リテーションを 含む良質かっ 適切なものでなければならない。   

26 



⑨ 選択の自由 

◆リスボン宣言 

  

          

2 . ， 。 e 尺の 

a. 患者は、 民間であ ると公的であ るとを問わず 医師や病院あ るいは保健サービス 施設 
を 自由に選択し 変更する権 利を有する。 

b. 患者は医療のどの 段階においても 別の医師の意見を 求める権 利を有する。 

 
 

◆我が国における 取組 
  

ト 国民皆保険制度の 下で、 フ 1 一 アセス 
土 

ノ 医師の応 圭 (E 師法 ) 
EffiS  W 

んではならない。   
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⑨インフオームド ，コンセント 
◆リスボン宣言 

3 . 己， （   
a, 患者は自                                                             に決定を下す 権 利を有する。 
医師は患者が 下そ                                                                                   れるかについて 患者に情 
報を提供すべきであ る。 

b. 判断能力のあ る成人患者は い かなる診断手続あ るいは治療であ れ、 それを受ける 事 

を 承諾あ るいは拒否する 権 利を有する。 患者は自己決定をおこな う 上で必要な情報を 
得る権 利を有する。 いずれの検査や 治療についても、 その目的、 もたらされる 結果、 
拒否した場合に 予測される事態を 患者が明確に 理解できるよ う 配慮されるべきであ る。 

◆我が国における 取組   
適切な説明を 行い、 医療を受ける 者の 1 里 解を得るよ う 努めなければならない。 」   診         の   Ⅰ ト 巨印 @ す ( 平成 15 年 9 月厚生労働省 医 政局長通知 )( 抄 ) 

60 診蓬磨挺聲薯 榎茸 欝欝謹毛て 、 診療中の患者に 対して、 次に掲げる事項等について 丁寧に説明しなけれ 

ばならない。 
①現在の症状及び 診断病名②予後③処置及び 治療の方針 

巳ノふ 
留笘喜蔑亀竃 離京 忌は彊ぷ呂鷺ぜは 寓馨 ㌔ 儂席警麿雙 f 富罰 轟轟 欝夏 里鴉が大きく 異なる 場ロ 

⑥ 筆描お驚轟鵠ま 馨註祐 ; 債晢畏窪 : ヒの 概要 ( 執刀者及 び 助手の氏名を 含む。 ) 、 危険性、 実施しな 
ぃ 場合の危険性及び 合併症の有無 

の 治療目的以外に、 臨床試験 ゃ 研究などの他の 目的も有する 場合には、 その旨及び目的の 内容 
@ ノ " 
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⑥カルテ等診療情報の 開示 (1   
◆リスボン宣言 

ノゲ Ⅰ 

7. , 主 に る 
a, 患者は自分の 診療録 ( カルテ ) に記載された 自分自身に関する 情報を開示され、 自己 

の 健康状態 ( 自己の病状についての 医学所見を含む ) について十分な 情報を得る権 利を 

有する。 しかし、 カルテに記載されている 第三者に関する 個人的情報はその 第三者の承 
諾なしには患者に 開示すべきではない。 

b. 情報開示により 患者の生命あ るいは健康に 重大な害を与えると 信ずるに足る 理由があ 
6 場合には、 例外的に患者への 情報開示を差し 控えることができる。 

◆我が国における 取組 

の 保護に関する 法律 ( 抄 )   
ときは、 本人に対し、 政令で定める 方法に よ り遅滞なく、 当該保有個人データを 開示しなければならない。 ただし、 
開示することにより 次の各号のいずれにかに 該当する場合は、 その全部又は 一部を開示しないことができる。 
一本人又は第姉者の 生命、 身体、 財産その他の 権 利利益を害するおそれがあ る場合 
  
  当該個人情報取扱事業者の 業務の適正な 実施に著しい 支障を及ぼすおそれがあ る場合 

。 ム 三位の法令に 違反することとなる 場合 

    にお [ 人 の 適切な取扱いのためのガイドライン   
Ⅲ医療・介護 M 係 事業者の義務等 
7. 本人からの求めによる 保有個人データの 開示 ( 法 第 25 条 ) 

ロム   
の後の治療効果等に 悪影響を及ぼす 場合 
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c. 情報開示は患者の 属する文化的背景に 従 ひ 、 患者に理解可能な 形でなされるべきであ る。 
d, 患者がはっきり 望む場合、 第三者の生命の 危機に関与しない 限り、 自己の情報を 知らさ 
れずにおく権 利を患者は有する。 
e. 患者は自分に 代わって自己の 情報の開示を 受ける人物を 選択する権 利を有する。 

Ⅰ / 

◆我が国における 取組 

療 情報の提供等に 関する指針 ( 平成 1 5 年 9 月 厚生労働省 医 政局長通知 )  ( 抄 ) 
3  診療情報の提供に 関する一般原則 
0  医療従事者等は、 患者等にとって 理解を得やすいように、 懇切丁寧に診療情報を 提供するよう 努めぬ 

ければならない。 
0  診療情報の提供は   ①口頭による 説明、 ②説明文書の 交付、 ③診療記録の 開示等具体的 6 状況に即し 

た 適切な方法により 行われなければならない。 
6  診療中の診療情報の 提供 
0  医療従事者は、 患者が「知らないでいた い 希望」を表明した 場合には、 これを尊重しなければならな 

0  ぃ 。 患者が未成年者等で 判断能力がな い 場合には、 診療中の診療情報の 提供は親権 者等に対してなされな 
ければならない。 

個人情報 の 保護に関する 法律 ( 抄 ) 
第 29 条第 3 項「開示等の 求めは、 政令で定めるところにより、 代理人によってすることができる。 」 

個人情報 の 保護に関する 法律施行令 ( 抄 ) 
第 8 条法第 29 条第 3 項の規定により 開示等の求めをすることができる 代理人は 、 次に掲げる代理人とする。 
一朱成年者又は 成年被後見人の 法定代理人 
二 開示等の求めをすることにっき 本人が委任した 代理人 
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⑨                                                       
ト " 

a.  ル、   
報 、 ならびにその 他すべての個人的情報の 秘密は、 患者の死後も 守られねばならない。 
ただし、 患者の子孫が 自らの健康上の 危険に関わる 情報を知る権 利は、 例外的に認めら 
れる。 

b 杏 群芳要撃 紹雪戸 桂男 直套捷省薯照 芳書 轟婁 具否 こ蜜薯沫紡 掻器 笘嚢爆蛋克手 六 % 色撮   
生体試料や標本も 同様に保護されねばならない。 

◆ ，がまにおける 
  護 師法その他の 資格 沃 における守秘義務規定 

個人   
データを第姉者に 提供してはならない。   

日ソム                                                                                                                                                           本人の同意を 得 

ることが困難であ るとき 

者における 個人情報の適切な 取扱いのためのガイドライン㊥     
。 " ふ 

紀牡た 毒舌革亀月白 古 ニ % 養烈剋 異星 襄捷 錦嚢 ぎ薯 : 利届 ・ 者 ㌫ 穫 臨岳 榛 存している 場口 には、 漏えい、 滅失 又 

はき 損 等の防止のため、 個人情報と同等の 安全管理措置を 講ずるものとする。 
3 Ⅰ 



⑥ 終末期医療 
◆リスボン宣言 
  

Ⅰ 0 ・ ・性への l ( 抄 ) 

b. 患者は最新の 医学知識の下でその 苦痛から救済される 権 利を有する。 

c. 患者は人道的な 末期医療 ( ターミナルケア ) を受ける権 利、 およびできる 限り尊厳と安寧を 
保ちつっ死を 迎えるためにあ らゆる可能な 支援を受ける 権 利を有する。 

  

◆我が国における 取組 

    「 に ， 等検 計会 1 甘 ( 平成 16 年 7 月 ) 

ゃ 患者の意思を 尊重した望ましい 終末期医療のあ り方について 検討、 報告書のとりまとめ 

く 報告書の内容の 一例 ノ 

① リビンバウイル ( 書面による生前の 意思表示 ) の者え方に賛成しつつも・その 法制化はしなくて 
もよいという 意見が多い 

②延命医療を 中止すること 等に関して判断基準が 明らかでなく 医師が悩む場面が 多 い 

く 今後の取組 ノ 

①患者の意思が 尊重されるという 考え方が医療現場に 定着するよ う 、 終末期における 望ましい医療 
に関するガイドラインの 作成を支援 

② 終末期医療に 対する社会的コンセンサスが 得られるよう、 国民的議論の 喚起や終末期における 医 

療 提供体制の充実 
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